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秦の主 な政 策

車軌の統一

車軸の長さを統一   曇皐f潔認
重さの

２
０
０
０
年
以
上
に
わ
た
り
維
持
さ
れ
た

中
国
の
統
治
シ
ス
テ
ム
は
、

周
が
封
建
制
に
よ
る
支
配
を
確
立
。

戦
乱
の
時
代
に
崩
壊
へ
向
か
つ
た

中
国
古
代
の
王
朝
で
あ
る
殷
は
、
大
邑

（都

市
国
家
）
の
連
合
体
で
あ
っ
た
。　
一
方
、
殷
に
代

わ
っ
た
周
は
、
封
建
制
に
よ
る
支
配
体
制
を
確

立
し
た
王
朝
で
あ
っ
た
。
周
の
封
建
制

Ｆ

３８
参

５

は
、
一
族
や
功
臣
、
有
力
氏
族
の
長
を
世
襲

の
諸
侯
と
し
、
封
土
を
与
え
て
統
治
を
任
せ
る

支
配
制
度
で
あ
り
、
支
配
階
級
は
血
縁
関
係
を

も
と
に
し
た
氏
族
制
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
春
秋

。
戦
国
時
代

●

３９
参
照
）
に
な

る
と
、
諸
侯
は
し
だ
い
に
氏
族
制
に
と
ら
わ
れ

る
こ
と
な
く
実
力
の
あ
る
も
の
を
官
僚
に
起
用

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
フ」
の
こ
ろ
に
な
る

と
農
民
も
氏
族
の
枠
に
し
ば
ら
れ
ず
、
家
族
単

位
で
農
業
を
営
む
よ
う
に
な
り
、
封
建
制
は
崩

壊
に
向
か
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

始
皇
帝
が
目
ざ
し
た

強
大
な
中
央
集
権
シ
ス
テ
ム

戦
国
時
代
の
動
乱
を
制
し
、
初
め
て
中
国
の

統

一
を
果
た
し
た
秦
の
始
皇
帝
は
、
全
国
を
直

接
支
配
す
る
強
力
な
中
央
集
権
国
家
の
建
設
を

目
ざ
し
た
。
朝
廷
と
よ
ば
れ
る
中
央
政
府
に
は

軍
事
や
行
政
の
官
僚
制
度
を
整
え
、地
方
は
郡
、

県
、
郷
、
里
と
い
っ
た
従
属
関
係
に
あ
る
単
位
に

分
け
、
郡
と
県
に
は
直
接
中
央
か
ら
官
僚
を
派

遣
し
て
治
め
さ
せ
る
郡
県
制
を
適
用
し
た
。

秦
の
減
亡
後
に
中
国
を
再
統

一
し
た
漢
の
高

祖
は
、
強
引
な
中
央
集
権
化
が
奏
の
減
亡
を
招

い
た
と
考
え
、
比
較
的
緩
や
か
な
中
央
集
権
体

制
を
と
る
こ
と
を
志
し
た
。
そ
れ
は
、
郡
県
制

と
封
建
制
を
併
用
す
る
郡
国
制
で
、
都
周
辺
は

郡
県
制
と
し
、
地
方
に
は
王
国
を
置
い
て

一
族

や
功
臣
を
諸
侯
王
と
し
て
統
治
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
呉
楚
七
国
の
乱

金
則
１
５
４

年
）
と
よ
ば
れ
る
諸
侯
王
の
反
乱
が
平
定
さ
れ

た
後
は
、
諸
侯
の
力
は
次
第
に
衰
え
、
武
帝
の

時
代
に
は
郡
県
制
が
復
活
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

皇
帝
に
権
力
が
集
中
す
る
中
央
集
権
国
家
が
成

立
し
た
。

秦
代
か
ら
漢
代
に
か
け
て
確
立
し
た
皇
帝
を

頂
点
と
す
る
政
治

。
社
会
制
度
は
、
そ
の
後
２

０
０
０
年
以
上
に
わ
た
り
中
国
を
統
治
す
る
支

配
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

紀
伝
体
で
記
さ
れ
た

『史
記
』
と
『漢
圭
邑

歴
史
書
の
規
範
と
さ
れ
る
『史
記
』
は
、
武
帝

の
怒
り
に
触
れ
て
去
勢
さ
れ
た
司
馬
遷
の
筆
に

よ
る
中
国
上
古
か
ら
武
帝
期
ま
で
の
通
史
で
、

本
紀
（年
代
記
）
と
列
伝

（伝
記
）
と
で
構
成
さ

れ
る
紀
伝
体
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、
後

漢
の
班
固
も
前
漢

一
代
を
記
録
す
る
「
渓
書
』

を
紀
伝
体
で
著
し
た
。
『漢
書
』
は
、
倭

（日
本
）

を
記
載
す
る
最
初
の
文
献
で
も
あ
る
。
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